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１【提出理由】

 

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ－ＲＰＭマネージド・フュー

チャーズ連動ファンドⅡ（償還時豪ドル建元本確保型）（Credit Suisse Universal Trust

(Cayman) II - RPM Managed Futures linked Fund II (Principal Protected on Maturity in

AUD)）（以下「ファンド」といいます。）は、平成28年3月22日付で強制償還手続を完了した

ため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第

29条第2項第3号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

 

（イ）変更の内容についての概要

ファンドの純資産総額が2,000万豪ドルを下回ったため、平成27年12月16日、ファンドの

管理会社は、ファンドのすべての受益証券を強制償還する旨決定しました。ファンドは、平

成28年3月22日、すべての受益証券の強制償還により終了しました。

 

（ロ）変更の年月日

平成28年3月22日
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